
体育・スポーツ施設に関する調査研究 

公  募  要  領 

 

１  事 業 名 

    体育・スポーツ施設に関する調査研究（体育・スポーツ施設現況調査等を活用し

た地域スポーツ環境の分析等） 

 

２  事業の趣旨 

体育・スポーツの振興に資するため、我が国における体育・スポーツ施設の設置

者別現在数や施設の開放状況等を明らかにし、今後のスポーツ振興施策の企画・立

案に必要な基礎データを得ることにより、2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会以降も見据えた国民のスポーツ活動の推進に向けて、体育・スポーツ

施設政策に係る基礎資料とする。 

本事業では、体育・スポーツ施設現況調査等を活用した地域スポーツ環境の分析

等を行う。 

 

３  事業の内容 

（１）体育・スポーツ施設現況調査結果等を活用した地域スポーツ環境の分析等 

スポーツ庁では、地方公共団体によるスポーツ環境整備の取組の促進を目的とし

て、地域におけるスポーツ施設の数や利用可能時間、情報オープン化の状況等を総

合的に評価する「スポーツのしやすさ指標（仮称）」を令和２年度中に開発し、ラ

ンキングの公表、優良自治体の表彰等を実施することを検討しているところであ

る。 

このため、体育・スポーツ施設現況調査の結果や既存の公表資料等を用いて、地

域のスポーツ環境の状況を分析するとともに、地域のスポーツのしやすさを総合的

に評価する指標を提案する。（分析する項目・内容は、市区町村毎の人口１人当た

りのスポーツ施設数は必須とし、それ以外は、企画提案書において提案すること） 

  なお、平成 30 年度体育・スポーツ施設現況調査の結果は、令和元年９月に公表予 

定の速報値を活用するものとする。 

 

（２）有識者ヒアリングの実施 

（１）の検討において指導、助言を得るため、学識経験者、行政、民間企業等へ

のヒアリングを実施する。 

なお、ヒアリング会場の設定、諸謝金・旅費支払いについては受託者が負担する

ことになるため本委託事業における経費計上を見込むこと。対象とする有識者は

10 名程度を想定している。 

 

（３）報告書のとりまとめ 

（１）及び（２）の結果について、報告書をとりまとめる。 

  Ａ４版・５部、電子媒体（CD-R）・１部 

 

４  委託先 

本事業の委託先は、法人格を有する団体（以下「団体」という。）とする。 



 

５  企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年  

者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中

の者でないこと。 

 

６  参加表明書の提出 

    参加表明書の提出は不要とする。 

 

７  説明会の開催 

本企画競争に関わる説明会を、令和元年 10 月１日（火）13：30 より文部科学省

16F3 会議室において行う。説明会への参加を希望する者は、令和元年９月 30 日（月）

17:00 までに、担当まで E-mail（様式任意）により申し込みを行うこと。（説明会

への出席有無は、競争の結果に関連しないものとする。） 

 

８  企画提案書等の提出方法等 

（１）提出場所、企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

   〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号 

   スポーツ庁参事官（地域振興担当）付施設企画係 

      ＴＥＬ：０３－６７３４－３７７３ 

   ＦＡＸ：０３－６７３４－３７９０ 

   E-mail： stiiki@mext.go.jp 

（２）提出方法 

①用紙サイズはＡ４版とし、下記（３）で示す仕様で提出すること。 

   ②提出方法は、電子データを上記メールアドレスまで送信する。 

※送信メールの題名は【提出者名】＋事業名、添付ファイル名は【提出者名】

＋事業名によること。 

※企画提案書の電子データは PDF 形式とし、９メガバイト以下のデータ容量と

する。（９メガバイトを超える容量の場合は、メールを複数回に分割して、

ファイルを送付すること） 

   ※電子メール送信中の事故（未達等）について、当方は一切の責任を負わない。 

※受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。 

  ③その他 

   ・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

   ・企画提案書は，日本語及び日本国通貨で作成すること。 

（３）提出書類等 

   ①企画提案書（別添（公）１） 

②誓約書（別添（公）２） 

③審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における

認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その



写し 

   ④その他必要と思われる資料（様式自由） 

（４）提出期限 

   令和元年 10 月８日（火）17:00 必着 

（５）その他 

・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担

とする。また、提出された企画提案書については返却しない。 

・必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めること

がある。 

・期限に遅れた企画提案書は受理しない。また、期限後の資料の差し替え及び訂

正は認めない。 

 

９  事業規模（予算）及び採択数 

事業規模：10,000 千円（総額） 

採択数 ：１件（予定）採択件数は、審査委員会が決定する。 

契約期間：契約締結日から令和２年３月 19 日 

 

10  選定方法等 

（１）選定方法 

      スポーツ庁参事官（地域振興担当）付技術審査委員会において、提出された企

画提案書等にて書類審査を実施する。なお、必要に応じて審査期間中に提案の詳

細に関する追加資料の提出を求めることもある。 

（２）審査基準 

      別途定めた審査基準のとおり。 

（３）選定結果の通知 

      選定終了後、20 日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。 

 

11 誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当

官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書（別添（公）２）を提出しな

ければならない。 

（２）前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反すること

となったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

（３）前２項は、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人には適用しない。 

 

12  契約締結 

    選定の結果、契約予定者と委託事業実施計画書等を基に契約条件を調整するもの 

 とする。なお、契約金額については、委託事業実施計画書等の内容を勘案して決定 

 するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契 

 約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。 

※ 国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定

することとなるため、契約予定者と選定されたとしても、契約書締結後でなければ

事業に着手できないことに十分に注意すること。なお、再委託先がある場合は、こ



の旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

13  スケジュール 

（１）公募開始：令和元年９月 17 日（火） 

（２）公募締切：令和元年 10 月８日（火）17:00 

（３）審  査：令和元年 10 月中旬～下旬 

   選定及び委託事業実施計画書の提出 

       ：令和元年 10 月中旬～10 月下旬 

（４）委託決定、契約の締結：令和元年 10 月中旬～10 月下旬頃 

（５）契約期間：契約締結日から令和２年３月 19 日（木）まで 

※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、

事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。

なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

14 その他 

（１）本事業の実施に当たっては、事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事

務処理要領、委託契約書及び委託事業実施計画書、ほか別に定める規定等を遵

守すること。 

（２）採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査

委員会が決定する。 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書

に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況

となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。 

（４）公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等

については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開し

ている本件の公募情報に開示する。 

 

〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅延なく以下の書類

を提出する必要があるので、事前に準備をしておくこと。なお、再委託先がある

場合は、再委託先にも周知しておくこと。 

・委託事業実施計画書（委託事業経費内訳を含む。審査委員から意見が提示

された場合には、その指摘事項を反映した事業計画書の再提出を求め

る。） 

・再委託に係る事業委託経費内訳 

・委託事業経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料（謝金単価表、

旅費支給規定、見積書等） 

・銀行振込依頼書(採択の連絡とあわせて、スポーツ庁から様式を別途送付

する。) 


